
○苫小牧市市民参加条例施行規則（平成２１年規則第７号）

（趣旨）

第１条 この規則は、苫小牧市市民参加条例（平成２０年条例第３０号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用す

る用語の例による。

（市民参加手続の対象となる使用料その他の市民が納付すべき金銭）

第３条 条例第５条第３号の規則で定める使用料その他の市民が納付すべき金銭は、次の各号に掲げ

る金銭とする。

 市が課する税のうち、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する標準税率を超える税

率を適用しようとするもの及び国民健康保険税

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７５条の規定に基づく受益者負担金

 公の施設の利用に係る使用料。ただし、次に掲げる金銭を除く。

ア 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３９条第１項の規定に基づく占用料

イ 苫小牧市営住宅管理条例（平成９年条例第２７号）第３７条第１項に規定する使用料

ウ 苫小牧市公設地方卸売市場条例（昭和４１年条例第２０号）第１０条第１項に規定する使用

料

エ 苫小牧市牧野管理規程（昭和４２年条例第７号）第９条に規定する使用料

オ 苫小牧市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１１年条例第２７号）第２条の規定により徴

収する流水占用料等

カ 苫小牧市普通河川管理条例（平成１２年条例第１６号）第１１条第１項に規定する流水占用

料等

キ 苫小牧市都市公園条例（昭和５３年条例第１４号）第８条第１項に規定する使用料

 苫小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年条例第２号）第２３条第１項に規定す

る手数料

 苫小牧市介護保険条例（平成１２年条例第１３号）に規定する保険料率

（市民参加手続の対象となる市の施設）

第４条 条例第５条第４号の規則で定める市の施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

 当該施設の性質により、市民の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

 当該施設の建築等（施設の設備の補修、更新その他の機能の維持を目的とする建築等を除く。）

に要する費用の総額が５億円以上であると見込まれるもの

（審議会等の委員の公募）

第５条 審議会等の委員の選任に当たり委員の公募を行うときは、次の各号に掲げる事項を明示する

ものとする。

 審議会等の名称及び概要

 公募する委員の人数

 応募しようとする者に必要な資格

 応募を受け付ける期間

 選考の方法



 委員の任期

 応募の方法

２ 市は、公募に応じた者のうちから委員の候補者（以下「候補者」という。）を選定したときは、

速やかに、その結果を当該候補者に通知するものとする。

３ 市は、前項の規定による通知をした日後当該候補者を委員として選任する日前において、選定し

た候補者を委員として選任することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた

ときは、当該候補者以外の公募に応じた者のうちから新たに候補者を選定することができる。

（公聴会の開催）

第６条 市は、政策形成手続において公聴会を開催するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を

公表するものとする。

 公聴会の開催日時及び開催場所

 公聴会で取り扱う政策の題名及びその内容並びに当該政策に関連する資料

 公聴会に出席して意見を述べることができる者（以下「公述人」という。）の範囲

 公述書の提出先、提出方法及び提出期間

（公述人の範囲）

第７条 公述人の範囲は、原則として市民、公聴会で取り扱う政策に利害関係を有する者及び学識経

験者とする。ただし、必要と認めるときは、公述人の範囲を縮小することができる。

２ 市は、前項ただし書の規定により公述人の範囲を縮小したときは、前条の規定による公表の際、

その理由を併せて公表するものとする。

（公述書の提出）

第８条 公聴会において意見を述べようとする者は、市が指定する期日までに公述書を提出しなけれ

ばならない。

（公述人の選定）

第９条 市は、公聴会で取り扱う政策に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないよう

に公述人を選ばなければならない。

２ 市は、提出された公述書に同一の趣旨であるものが２以上あるときは、当該趣旨に係る公述につ

き、これらの公述書を提出した者のうちから公述人を選ぶことができる。

（公聴会の中止又は延期）

第１０条 市は、第６条第４号に掲げる提出期間内に公述書が提出されなかったときは、公聴会の開

催を中止することができる。

２ 市は、災害その他公聴会の開催が困難と認められる場合には、公聴会の開催を延期することがで

きる。

３ 前２項の規定により公聴会の開催を中止し、又は延期したときは、速やかに公述人に通知すると

ともに、その旨を公表しなければならない。

（公聴会の運営）

第１１条 公聴会は、市の指名する者が議長として主宰する。

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする政策の範囲を超えてはならない。

３ 前２項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

（意見交換会）

第１２条 市は、意見交換会を開催するときは、取り扱う政策の性質等に留意して、適切な意見交換



の手法を採用するよう努めなければならない。

２ 市は、意見交換会に当該政策に関する知識又は経験を有する者その他必要と認める者を出席させ

ることができる。

３ 前２項に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

（提出する意見への付記事項）

第１３条 条例第１２条第２項の別に定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 氏名（法人その他の団体である市民については、名称及び代表者の氏名）

 住所（法人その他の団体である市民については、所在地）

（政策の提案）

第１４条 条例第１７条第１項の規定により政策を提案しようとする者は、市民政策提案書（様式第

１号）及び市民政策提案者署名簿（様式第２号）に関係書類を添えて市に提出するものとする。

（公表の方法）

第１５条 この規則において公表することとされた事項の公表は、次の各号に掲げる方法のいずれか

により行うものとする。

 インターネットの利用

 苫小牧市広報紙への掲載

 当該事項を記載した資料の閲覧及び配布

 その他適当と認められる方法

（雑則）

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月３１日規則第１２号改正抄）

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。



様式第１号（第１４条関係）

市 民 政 策 提 案 書

年 月 日

様

氏 名

提案者（代表） 住 所

電話番号

苫小牧市市民参加条例第１７条第１項の規定に基づき、次のとおり提案します。

１ 政策提案の名称

２ 提案の理由

３ 提案の内容

４ 予想される効果

５ その他参考資料等



様式第２号（第１４条関係）

市 民 政 策 提 案 者 署 名 簿

年 月 日

１ 政策提案の名称

２ 提案者

氏名 住所 生年月日 市民の条件(市外居住者) 備考

1
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

2
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

3
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

4
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

5
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

6
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

7
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

8
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

9
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）

10
１市内に通学（ ）

２市内に通勤（ ）


